
船舶事故調査報告書 

平成３０年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 定置網損傷 

発生日時 平成２９年９月２７日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 福井県小浜市松ケ埼北東方沖 

 鋸
のこぎり

埼灯台から真方位０６４°２.１海里付近 

 （概位 北緯３５°３３.７′ 東経１３５°４２.０′） 

事故の概要  漁船西福
にしふく

丸は、南南西進中、定置網に進入し、定置網が損傷した。 

事故調査の経過 平成２９年１０月４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 西福丸、３.７７トン 

 ＦＫ３－８０５７（漁船登録番号）、個人所有 

 第２５１－７８９３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼に曲損 

定置網 道網部のアンカーロープに切損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 高潮時 

日出時刻：０５時４６分 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、法定灯火を表示し、小浜湾の係

留地に向けて小浜市内
うち

外海
と み

半島北岸沖を南南西進中、‘若狭蘇
そ

洞門
と も

西

方沖に設置された定置網’（以下「本件定置網」という。）に進入し、

航行不能となった。 

 船長は、ふだん、本件定置網の北方沖を航行していたが、本事故

時、風が吹き始めて時化
し け

てきたので、波が穏やかな陸岸寄りを航行

し、本件定置網と陸岸との間を通過して帰航することとした。 

 船長は、本件定置網付近海域の地形をよく知っていたので、目測で

船位の見当を付けて航行していた。 

 本件定置網は、南端を示すブイに灯光表示がなかった。 

分析  本船は、本件定置網と陸岸との間を通過して帰航する際、船長が、

目測で船位の見当を付け、船位の確認を適切に行っていなかったこと

から、本件定置網に進入し、本件定置網が損傷したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、本件定置網と陸岸との間を通過して帰航

する際、船長が船位の確認を適切に行っていなかったため、本件定置

網に進入したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・夜間、定置網等航行の支障となる障害物が存在する海域を航行す

る際には、目測のみに頼らず、ＧＰＳプロッターを使用して船位

の確認を行うこと。 

 ・定置網のブイには標識灯を設置することが望ましい。  


